
県外で定期予防接種を受ける人へ

予防接種費用助成事業について

江田島市では、里帰り出産や県外の医療機関に入院、施設に入所等のやむを得ない理

由により、広島県外の医療機関で定期予防接種をうけた費用の全部又は一部を助成しま

す。接種を受ける前に必ず事前申出が必要です。

【対象者】

江田島市に住所を有し、次のいずれかに該当する人が対象となります。

（１）母親の里帰り出産等で県外に帰省している場合

（２）家庭の事情により県外に事実上居住している場合

（３）県外の医療機関に入院、施設に入所している場合

【対象となる予防接種】

定期予防接種のすべて

【助成額】

市が医療機関と委託契約している金額と、実際にかかった接種費用を比較して少ない方の金額と

なります。

【助成を受ける方法】

（１）接種を受ける前に、「江田島市予防接種実施申出書」を市に提出してください。

事前に申出のない場合は、費用助成の対象とはなりません。

（２）市が申出内容を確認後、交付する「江田島市予防接種実施依頼書」を医療機関に提出し、

予防接種を受けてください。（予防接種券、 予診票、 母子手帳（Ａ類疾病の場合）も一

緒に医療機関にご持参ください）

（３）接種後、市に接種費用助成の申請をしてください。

接種後の申請方法は裏面をご覧ください。

申請書等の様式は市ホームページでダウンロードすることができます。

Ａ類疾病
ロタウイルス・Ｂ型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・４種混合・ＢＣＧ・５種混合

風しん麻しん混合・水痘・日本脳炎・２種混合・不活化ポリオ・子宮頸がん

Ｂ類疾病 高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ
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【助成金申請に必要な書類】

（１）Ａ類疾病の場合（高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザを除く）

ア 江田島市定期予防接種（Ａ類疾病）費用助成金支給申請書及び請求書

※申請者（氏名）・請求書（氏名）・振込先（振込口座名義）が同一人物になるよう申請してください

イ 予防接種券（接種した年月日、医師名及び実施場所の記載があるもの）

ウ 予診票（接種した年月日、 医師名及び実施場所の記載があるもの）の原本

エ 接種した医療機関の領収書（氏名、日付、 接種ワクチン、予防接種の費用がわかるもの）

オ 母子健康手帳（接種済と分かるページ）の写し

カ 印鑑（シャチハタ不可）

キ 振込先の通帳の写し（口座が分かるもの）

（２）Ｂ類疾病の場合（高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ）

ア 江田島市定期予防接種（Ｂ類疾病）費用助成金支給申請書及び請求書

※申請者（氏名）・請求書（氏名）・振込先（振込口座名義）が同一人物になるよう申請してください

イ 予防接種券（接種した年月日、医師名及び実施場所の記載があるもの）

ウ 予診票（接種した年月日、 医師名及び実施場所の記載があるもの）の原本

エ 接種した医療機関の領収書（氏名、日付、 接種ワクチン、予防接種の費用がわかるもの）

オ 印鑑（シャチハタ不可）

カ 振込先の通帳の写し（口座が分かるもの）

キ 生活保護受給者と証明できるものの写し（生活保護受給者のみ）

※助成が認められた場合「江田島市予防接種費用助成金支給決定通知書」を送付し、指定さ

れた口座に振り込みます。

【助成金申請方法】

次のいずれかの方法で書類を提出してください。

（１）窓口：子育て支援課・保健医療課（本庁２階）、各市民センター（江田島・能美・沖美）・三

高支所

（２）郵送：※下記郵送先に、 申請期限内に届くようにしてください。

【助成金申請期限】

予防接種を受けた日から６か月以内

問い合わせ先・郵送先

Ａ類疾病

〒７３７－２１２２ 江田島市江田島町中央四丁目１８番２８号

子育て支援課・予防接種担当 宛

電話（０８２３）４２－２８５２

Ｂ類疾病

〒７３７－２２９７ 江田島市大柿町大原５０５番地 保健医療課・予防接種担当 宛

電話（０８２３）４３－１６３９


